
随意契約の公表
（令和6年3月分）

番号 事業実施課 契約名称 契約締結年月日
契約の相手方の名称及び所

在地
契約金額（円）消費税等含

む

地方自治法施行令
第167条の2第1項中

の該当号（※）
随意契約の理由

1 都市計画課
丸亀市大手町4街区南街
区再編整備AR作成業務
委託

令和6年3月22日
㈱オリエンタルコンサルタンツ
四国支社
高松市寿町一丁目3番2号

¥770,000 第6号

現在、大手町地区4街区においては、各
施設の一体的な連動および効果的な機
能の発揮を目的として「丸亀市大手町地
区4街区南街区再編整備基本計画」（以
下「基本計画」）の策定を進めている。
業務の着工後、広く市民意見を聴取・集
約するため、通常のワークショップから
オープンハウス型説明会へと市民意見
聴取方法を変更した。オープンハウスと
いう特性上、不特定多数の市民・関係者
にわかりやすく情報を伝えることが重要と
なる。そこでARアプリケーションを活用す
れば、現実世界に整備イメージを重ね合
わせて表示させることで、視点の移動に
より具体的に整備状況を把握することが
できる。さらに今回作成したARアプリ
ケーションは、整備進捗状況の確認や整
備完了後における観光資源としての活
用等、今後の活用につなげることも可能
である。
株式会社オリエンタルコンサルタンツ四
国支社は、基本計画策定業務の受託業
者であり、大手町地区4街区の現状・課
題等について熟知している。また当初か
ら業務に組み込まれているVR技術との
連携により、迅速かつ安価で本業務に
取り組むことができる。
以上の理由から、株式会社オリエンタル
コンサルタンツ四国支社と大手町地区4
街区ARコンテンツ作成業務について、
地方自治法施行令第167条の2第1項第
6号の規定により随意契約を締結した。

2 下水道課
丸亀市単独公共下水道
施設運転管理業務委託

令和6年3月12日
四国テクニカルメンテナンス
㈱丸亀支店
丸亀市川西町北2220番地

¥656,040,000 第2号
公募型プロポーザル方式による選定の
結果、最優秀提案者に選定された同社
と随意契約を締結した。
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3
ボートレース
事業局
営業課

GⅢオールレディース公
開勝利者インタビュー業
務委託

令和6年3月24日
㈱日本レジャーチャンネル
東京都港区六本木5丁目16
番7号

¥616,000 第2号

契約の相手方は、ボートレース専門チャ
ンネル（日本レジャーチャンネル）の運営
事業者であり、チャンネル内の実況中継
番組へ「公開勝利者インタビュー」を配
信可能な唯一の業者であるため、同社よ
り見積書を徴し、適正な価格で随意契約
を締結した。

4 学校教育課
丸亀市立小学校ＩＣＴ支
援員派遣業務委託

令和6年3月28日
㈱エレパ　高松営業所
高松市伏石町2137番地3

¥3,432,000 第2号

本業務は市内小学校15校の児童に対し
て、専門的な知識や技能を有するＩＣＴ
支援員を派遣し、児童のＩＣＴを主体的
に活用する力を育成することや教員のＩ
ＣＴ活用指導力の向上につなげるもので
ある。これらをプロポーザル委員会が決
定する評価項目及び評価基準により、各
委員が審査し最も適した事業者を選定
する。選定された事業者を受託候補者
に特定し、契約内容を協議し整ったとき
は受託候補者と随意契約を締結した。

5
学校給食セン
ター

飯山学校給食ｾﾝﾀｰ　食
缶等購入

令和6年 3月25日
日本調理機㈱高松営業所
高松市今里町一丁目31番地
2

¥1,640,496 第2号

本件は、飯野小学校の学校給食の管轄
を、令和6年度から中央学校給食セン
ター（以下「中央センター」という。）から
飯山学校給食センター（以下「飯山セン
ター」という。）に変更することに伴い、飯
山センターの調理設備に対応した飯野
小学校用の食缶等を購入するものであ
る。なお、飯山センターの厨房設備のう
ち自動洗浄機等及び乾燥機は日本調
理機㈱製で、他社の食缶等は使用でき
ないことから、中央センターで使用して
いた他社製の食缶等は流用できない。
よって、同社の営業所から直接購入する
ことが、最も低価格で購入でき、かつ購
入後の補修対応の迅速性からも適当で
あると判断されることから、日本調理機㈱
高松営業所から見積書を徴し、精査のう
え随意契約を締結した。
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6
文化財保存活
用課

川西町南地区試掘調査
業務委託（労働者派遣個
別契約）

令和6年3月4日

公益財団法人丸亀市福祉事
業団
丸亀市大手町二丁目1番20
号

\1,270/時間（税別） 第2号

本業務は、川西町南地区試掘調査業務
で、包蔵地付近の試掘作業は専門的か
つ特殊性の高い試掘調査の補助業務で
あるため、調査に精通し、経験のある人
材の確保が必要である。契約の相手方
である公益財団法人丸亀市福祉事業団
は、これまで発掘調査業務において、経
験と実績があることから随意契約を締結
した。

7
文化財保存活
用課（丸亀城
管理室）

丸亀城延寿閣別館侵入
防止柵設置工事

令和6年3月21日
第二建築㈱
香川県丸亀市福島町８番地５

¥2,475,000 第2号

本工事は、城泊事業の宿泊施設として
整備を行っている延寿閣別館の防犯対
策のための侵入防止柵を設置するもの
であり、整備された延寿閣別館の建物と
の風合いや城泊事業のコンセプトなどを
鑑み、調和の取れた統一感を持った整
備を行う必要がある。また、城泊事業の
開始時期や諸準備に係る期間などを考
慮すると早急な対応が求められる。契約
の相手方に選定している第二建築㈱
は、延寿閣別館改修工事を請負ってい
た事から、本工事に求められる延寿閣別
館との風合いや本物志向や高級感など
の城泊におけるコンセプトも熟知してお
り、更に設計や材料調達などにおいても
早急に対応でき、本工事を行う上で最も
適した業者であることから随意契約を締
結した。

※ボートレース事業局、下水道課の契約について
は、地方公営企業法施行令第21条の14第1項中の

該当号を示す


